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料⾦エリア改定と�

『早得キャンペーン』のお知らせ

早期申込で最⼤『年間6０万円お得』に！



『早得キャンペーン』について

2020年12⽉掲載分から、⼀部のエリアにおいて掲載料⾦を改定させていただく運び

となりました。料⾦改定の対象は以下の条件の店舗様からとなります。

・2020年12⽉掲載分から新規に掲載を開始される店舗様�

・2020年12⽉以降、料⾦プランを変更される店舗様

それにともない『早得キャンペーン』も実施させていただきます。�

『早得キャンペーン』とは、2020年11⽉掲載分までに有料掲載を開始されていると

12⽉以降も旧料⾦のままで継続させていただくサービスです。是⾮この機会に早めの

新規掲載/料⾦プランアップをご検討願います。�

10⽉までに新規掲載/料⾦プランアップすると�

掲載料⾦がものすごく割安になります！



『早得キャンペーン』について（具体例）

10⽉に特上プレミアムコースで掲載を開始する場合、�

10⽉→初⽉無料 11⽉以降→⽉額2万円(税別)�

初⽉無料�＋�⽉額2万円(税別)×12カ⽉�＝�13カ⽉で24万円(税別)�

12⽉に特上プレミアムコースで掲載を開始する場合、�

12⽉→初⽉無料 翌年1⽉以降→⽉額7万円(税別)�

初⽉無料�＋�⽉額7万円(税別)×12カ⽉�＝�13カ⽉で84万円(税別)��

■Cエリア→Aエリアに変更される地域で、10⽉に掲載を開始した場合

■Cエリア→Aエリアに変更される地域で、1２⽉に掲載を開始した場合

総額で、年間60万円以上もお得になります！



料⾦エリア改定について

・茨城県(⼟浦市,⽔⼾市)�

・茨城県(上記以外)������

・埼⽟県(⼤宮区,川⼝市)�

・埼⽟県(上記以外)������

・千葉県����������������

・東京都(吉原)����������

・東京都(町⽥市)��������

・神奈川県(川崎市)�����

【Cエリア】→【Aエリア】�

【Cエリア】→【Bエリア】�

【Bエリア】→【Aエリア】�

【Cエリア】→【Bエリア】�

【Cエリア】→【Bエリア】�

【Aエリア】→【Sエリア】�

【Bエリア】→【Aエリア】�

【Bエリア】→【Aエリア】

【改定対象】

・2020年12⽉掲載分から新規に掲載を開始される店舗様�

・2020年12⽉以降、料⾦プランを変更される店舗様

【改定エリア】

※2020年11⽉掲載分までに有料掲載を開始している店舗様は、料⾦プランを変更�

 しない限り、旧料⾦のまま掲載を継続させていただきます（既得権）。



改定後のエリア区分（まとめ）

〇改定後のSエリア�
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�
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〇改定後のAエリア�
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〇改定後のBエリア�
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�
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〇改定後のCエリア�

�

・東京都�(吉原、⽴川市、⼋王⼦市、⻘梅市、⽇の出町、あきる野市、瑞穂町、⽻村市、福⽣

市、昭島市、⽇野市、多摩市、武蔵村⼭市、東⼤和市、東村⼭市、⼩平市、⼩⾦井市、国分寺

市、国⽴市、東久留⽶市、⻄東京市、府中市、武蔵野市、三鷹市、調布市、稲城市、清瀬市、

狛江市)�

�

・東京都�(町⽥市,23区)�

・埼⽟県�(⼤宮区,川⼝市)�

・茨城県�(⼟浦市,⽔⼾市)�

・神奈川県�(川崎市)�

�

・茨城県�右記を除くエリア(⼟浦市,⽔⼾市)�

・埼⽟県�右記を除くエリア(⼤宮区,川⼝市)�

・神奈川県�右記を除くエリア(川崎市)�

・千葉県�

�

・上記以外のエリア全て



参考資料（⽉額コース料⾦）


